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令和８年度まちづくり部補助金交付要綱 
 

（趣  旨） 

第１条  この要綱は、補助金の公正かつ効率的な使用の促進を図るため、地方自治法（昭和

22年法律第67号）、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）、財務規則（昭和39年兵庫

県規則第31号）等に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。 

 

（補助金の交付対象） 

第２条  県は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事務又は事業（以下「事業等」

という。）に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業

等（以下「補助事業」という。）の目的、補助事業の内容、補助金の額等に関しては、別

表に掲げるとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条  前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）及び

次に掲げる書類を知事にその指定する期日までに提出しなければならない。ただし、第２

号の知事が別に定める書類により、収支内容が確認できる場合は、収支予算書（様式第１

号別記）の提出を省略することができる。 

なお、補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税

等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法

に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に

規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同

じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。 

(1) 当該交付申請者が次条第１項に規定する暴力団等に該当しない旨並びに地方自治法

第221条第２項及びこの要綱第15条の規定に基づき県が行う一切の措置について異議を

述べない旨の誓約書（様式第１号の２） 

(2) 前号に掲げる書類のほか、知事が別に定める書類 

 

（補助金の交付の決定） 

第４条  知事は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当

該申請に係る補助金を交付すべきものと認めた場合は、交付申請者が次に掲げる者（以下

「暴力団等」という。）のいずれかに該当するときを除き、補助金の交付の決定（以下「交

付決定」という。）をする。 

なお、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除い

た額について交付決定を行うこととする。 

(1) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団又は

同条第３号に規定する暴力団員 

(2) 暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に掲

げる者 

２  知事は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要が

あるときは、条件を付するものとする。 

   なお、補助事業における消費税及び地方消費税相当額が仕入れに係る税額控除の対象と

なる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。 

(1) 次項の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告を行うに当た

って、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助

金額から減額して報告しなければならない。 

(2) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助

金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（実績報告におい
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て、第１号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額）を

別記様式により速やかに県知事に報告するとともに、県知事の返還命令を受けて当該金

額を県に返還しなければならない。 

(3) 補助金を直接又は間接にその財源の全部又は一部とする給付金（以下「間接補助金」

という。）の交付の対象となる事務又は事業（以下「間接補助事業」という。）を行う

者（以下「間接補助事業者」という。）に対する間接補助金の交付決定に当たって、補

助事業者は、前２号の交付条件を遵守するために必要な条件を付さなければならない。 

３ 知事は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書（様式第２号）

により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。 

４ 前項の通知は、第14条第３項の規定により概算払に係る請求を統合する場合は、補助金

交付決定通知書（様式第２号の２）によるものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第５条  補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があ

るときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。 

 

（補助事業の着手の届出） 

第６条 知事は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めるこ

とがある。 

 

（補助事業の変更） 

第７条 補助事業者は、次に掲げる変更を行おうとする場合は、あらかじめ（当該変更が第

２号に掲げるものであるときは、知事が指定する期日までに）、補助金変更交付申請書（様

式第３号）に知事が別に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、

知事が別に定める書類により、収支内容が確認できる場合は、収支予算書（様式第１号別

記）の提出を省略することができる。 

 (1) 補助事業に要する経費の配分の変更（知事が別に定める軽微な変更を除く。） 

 (2) 第４条第３項の規定により通知された金額（以下「交付決定額」という。）の変更 

  (3) 前号に掲げる変更のほか、補助事業の内容の変更（知事が別に定める軽微な変更を

除く。） 

２  知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う

現地調査等により当該申請に係る変更が適当であると認めるときは、その旨を補助金変更

交付決定通知書（様式第４号）により、当該申請者に通知するものとする。 

３ 第４条第２項の規定は、前項の通知をする場合について準用する。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第８条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、あらかじめ、補助

事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。  

２  知事は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助

事業中止（廃止）承認通知書（様式第６号）により当該申請者に通知するものとする。 

 

（補助事業の遂行状況報告等） 

第９条  補助事業者は、知事から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、知事が別

に定めるところにより当該報告をしなければならない。 

２  補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行

が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書（様式第７号）を知事に提

出して、その指示を受けなければならない。 
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（補助事業の完了の届出） 

第10条  知事は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めるこ

とがある。 

 

（実績報告） 

第11条  補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けるときを含

む。以下同じ。）又は交付決定に係る県の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告

書（様式第８号）及び知事が別に定める添付書類を知事にその指定する期日までに提出し

なければならない。ただし、知事が別に定める書類により収支内容が確認できる場合は、

収支決算書（様式第８号別記）の提出を省略することができる。 

 

（是正命令等） 

第12条 知事は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の

成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に

適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。 

２ 前項の規定は、第９条第１項の報告があった場合に準用する。 

３ 補助事業者は、第１項の措置が完了したときは、第11条の規定に従って実績報告をしな

ければならない。 

 

  （額の確定） 

第13条  知事は、補助事業の完了に係る第11条及び前条第３項の実績報告があった場合にお

いて、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成

果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金

の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第９号）により当該補助事業者に通知するもの

とする。 

２  知事は、確定した補助金の額が、交付決定額（第７条第２項の規定により変更された場

合には、同項の規定により通知された金額）と同額であるときは、前項の規定による通知

を省略することができる。 

 

（補助金の請求） 

第14条  知事は、前条第１項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請

求書（様式第10号）により補助金を交付する。 

２  知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金について概算払

をすることができる。 

３ 前項の規定により概算払を年間複数回に分けて行う場合で、各期の支払時期と支払額が

あらかじめ決定する場合は、概算払に係る請求を統合することができることとし、補助事

業者から提出される補助金概算払請求書（様式第10号の２）により補助金を交付する。 

 

（交付決定の取消し等） 

第15条  知事は、補助事業者又は間接補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認め

たときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

  (1)  法令並びにこの要綱及び当該補助事業に係る要綱、要領その他の規程の規定に違反

したとき。 

  (2)  補助金又は間接補助金を補助事業又は間接補助事業以外の用途に使用したとき。 

  (3)  交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

  (4)  偽りその他不正な手段により補助金又は間接補助金の交付を受けたとき。 

(5) 暴力団等であるとき。 
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２  知事は、前項の取消しを決定した場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式

第11号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

３  知事は、第１項の取消しを決定した場合には、その旨及びその取消事由、その取消しに

係る補助事業者又は間接補助事業者の名称その他知事が必要と認める事項を公表すること

ができる。 

４  前項の規定による公表は、その取消事由が悪質かつ重大である場合その他の知事が必要

と認める場合に行うものとする。 

 

（補助金の返還） 

第16条  知事は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定め

て、その返還を命ずることができる。 

２  知事は、第13条第１項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が

交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還

を命ずることができる。 

３  知事は、やむを得ない事情があると認めたときは、前２項の期限を延長することがある。 

 

（加算金及び遅延利息） 

第17条  補助事業者は、前条第１項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命

令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を

納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95パ

ーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

２  補助事業者は、前条第１項及び第２項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期

限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未

納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を県に納付しなければならな

い。 

 

（帳簿の備付け） 

第18条  補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、

かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から

５年間保存しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第19条  補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定め

る処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又

は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるとき

は、知事の承認を受けなければならない。 

２  補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、

保存しておかなければならない。 

 

（暴力団等の排除） 

第20条 知事は、この要綱の施行に関し必要があると認める場合は、次の各号に掲げる措置

を講じることができるものとする。 

(1) 交付申請者又は補助事業者が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長（以

下「警察本部長」という。）に意見を聴くこと。 

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を他の補助事業における暴力団等を排除するため

の措置を講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に

提供すること。 
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２ 補助事業者は、補助事業及び間接補助事業を行うに当たっては、当該補助事業及び間接

補助事業に関し暴力団等を利することのないよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（電子情報処理組織による手続の特例） 

第21条 知事は、この要綱に定める手続について、電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる。 

２ 前項の規定により、この要綱に定める手続について、電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、情報通

信技術を活用した県行政の推進等に関する条例（平成16年兵庫県条例第14号）及び情報通

信技術を活用した県行政の推進等に関する条例施行規則（平成16年兵庫県規則第58号）の

例による。 

 

（補  則） 

第22条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。 

２  知事及び補助事業者は、補助金の交付等に関して国から指示がある場合は、その指示に

従わなければならない。 

 

 附則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 （手続の特例） 

２ この要綱第４条の規定による補助金の交付決定に関し必要な手続その他の行為は、施行

日前においても、この要綱の規定の例によりすることができる。 

 

  

 

 

 

 



別  表（第２条関係） 

補 助 事 業 名 空家活用特区総合支援事業 

補 助 事 業 の 目 的 

空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促

進に関する条例（以下「条例」という。）に基づき、空家等活

用促進特別区域（以下「特区」という。）内における空家等の

活用を促進するため、県と市町が連携して、流通市場の関係

団体や空家等所有者等に対する多面的支援を実施することに

より、空家等を受皿とした移住、定住及び地域間の交流の促

進並びに地域の活性化を図ることを目的とする。 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 者 

空家バンク登録等流通促進支援 

空家等流通の伴走型サポー

ト支援 
空家バンク登録助成 

特区内に存する空家の所有

者に活用等の働きかけを行う

市町連携団体に対して補助等

を行う市町 

特区内に存する空家等の所

有者が空家バンクに登録する

際又は登録後に実施する登記

に係る費用に対して補助を行

う市町 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 経 費 

市町連携団体が空家所有者

に活用等の働きかけを行う際

に要する旅費に対して市町が

支払う補助経費及び市町が市

町連携団体に対して支払う報

償費 

空家等所有者が空家バンク

に登録する際又は登録後に実

施する登記に係る費用に対し

て市町が支払う補助経費 

補 助 率 １/２以内 

１/２以内。ただし、登記に

係る費用に対する市町の補助

率が１/２を超える場合は、１

/４÷（市町の補助率）を上限

とする。 

補 助 金 の 額 

補助対象となる経費に補助率を乗じた額（千円未満の端数

切捨て）とし、当該年度の一市町の合計が 500 千円以内の額

とする。 

適 用 除 外 す る 条 項 ― 

そ の 他 の 事 項 

１ 本事業において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(1) 空家 条例第２条第１号に規定する空家をいう。 

(2) 空家等 条例第２条第２号に規定する空家等をいう。 

２ ＜空家等流通の伴走型サポート支援＞ 

(1) 当事業で対象とする空家は、条例第 12 条第２項に規定

する届出がされたもの又は空家バンクに登録されている

ものであること。 

(2) 当事業で対象とする市町連携団体は、条例第９条第３

項第２号に規定する市町と連携して空家等の活用に係る

事業を行う団体であること。 

(3) 当事業で対象とする活用等の働きかけは、条例第９条

第２項第３号に規定する空家等活用方針に定められた市

町連携団体の事業内容とする。 

３ ＜空家バンク登録助成＞ 

(1) 当事業で対象とする空家等は、条例第 12 条第２項に規

定する届出がされたもの又は特区指定の時点において既

に空家バンクに登録されているものに係るものであるこ



と。 

(2) 当事業で対象とする登記費用は、登記費用として司法

書士等に支払った費用とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 者 

空家活用助成（住宅型：一般タイプ） 

市街化区域（合併前の旧滝

野町、香寺町、新宮町、揖保

川町、御津町の市街化区域を

除く。以下同じ。）以外の区域

かつ特区内に存する空き家を

住宅として活用するために改

修する者に対して補助を行う

市町 

市街化区域かつ特区内に存

する空き家を住宅として活用

するために改修する者に対し

て補助を行う市町 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 経 費 
空き家を住宅として活用するための改修に必要な費用 

補 助 率 定額 

補 助 金 の 額 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)欄及び(3)欄

の額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×２の額」）の１/

２（千円未満の端数を切り

捨 て た 額 と す る 。 以 下 同

じ。）を上限とする。 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1.0以上

1.5未満 
400 60 

1.5以上 

2.0未満 
600 90 

2.0以上

2.5未満 
750 110 

2.5以上

3.0未満 
900 140 

3.0以上 1,000 150 

 

２ 共同住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×２の額」）の１/

２を上限とする。 

 

 

 

 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２（千円未満の端数

を切り捨てた額とする。以

下同じ。）を上限とする。 

 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

 

(2) 

補助額 

（千円） 

1.0以上 

1.5未満 
360 

1.5以上 

2.0未満 
540 

2.0以上 

2.5未満 
660 

2.5以上 

3.0未満 
840 

3.0以上 900 

 

２ 共同住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

 

 

 

 



 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1.0以上

1.5未満 
400 60 

1.5以上

2.0未満 
600 90 

2.0以上 650 100 

      

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

補助額 

（千円） 

 

1.0以上 

1.5未満 
360 

1.5以上 

2.0未満 
540 

2.0以上 600 

     

適 用 除 外 す る 条 項 ― 

そ の 他 の 事 項 

１ 本事業で対象とする空き家は、一戸建ての住宅の空き家

又は共同住宅の空き住戸であって、次のいずれにも該当す

るものをいう。 

(1)条例第 12 条第２項に規定する届出がされたもの又は空

家バンクに登録されているもの 

(2) 空き家期間が６箇月以上であるもの 

(3) 築20年以上経過したもの 

(4) 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上

更新されていないもの 

２ 次に掲げる区域内に存する空き家は本事業の対象としな

い。 

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項に規

定する土砂災害特別警戒区域 

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第１項に規

定する災害危険区域 

(3) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123

号)第72条第１項に規定する津波災害特別警戒区域 

３ 昭和56年５月31日以前に着工された空き家の改修に当た

っては、一定の耐震性能を確保するものであること。 

４ 空き家の改修又は活用に当たっては、都市計画法（昭和

43年法律第100号）、建築基準法、農地法（昭和27年法律第

229号）その他関係法令を遵守すること。 

５ 空き家所有者以外の者が改修を行う場合、造作買取請求

権を行使しないこと。また、空き家所有者が次に掲げる事

項について同意していること。 

(1) 当該空き家を改修すること 

(2) 補助事業完了後10年以上活用すること 

(3) 賃借期間終了後の原状回復義務の免除 

６ 本補助事業の他の型若しくはタイプ又は知事が別途定め

る補助事業と重複して申請をしないこと。 

７ 補助事業の完了後、県で発行する広報刊行物やホームペ

ージ等に事例として掲載するための広報用資料を提供する

こと。 

８ 補助事業の完了後、10年以上住宅として活用すること。 

９ 補助事業の対象となる者は、当該事業完了後 10 年間、事

業完了の翌年度と翌年度から３年ごとに、活用状況につい

て知事に報告をしなければならない。 



補 助 事 業 の 対 象 

と な る 者 

空家活用助成（住宅型：若年・子育て世帯タイプ） 

市街化区域以外の区域かつ

特区内に存する空き家を取得

し、自己居住用の住宅として

活用するために改修する若年

世帯又は子育て世帯に対して

補助を行う市町 

市街化区域かつ特区内に存

する空き家を取得し、自己居

住用の住宅として活用するた

めに改修する若年世帯又は子

育て世帯に対して補助を行う

市町 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 経 費 
空き家を住宅として活用するための改修に必要な費用 

補 助 率 定額 

補 助 金 の 額 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×３/２の額」）の

１/２を上限とする。 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1.0以上

1.5未満 
600 60 

1.5以上

2.0未満 
850 90 

2.0以上

2.5未満 
1,100 110 

2.5以上

3.0未満 
1,350 140 

3.0以上 1,500 150 

２ 共同住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×３/２の額」）の

１/２を上限とする。 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1.0以上

1.5未満 
600 60 

1.5以上

2.0未満 
850 90 

2.0以上 1,000 100 
 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

補助額 

（千円） 

 

1.0以上 

1.5未満 
460 

1.5以上 

2.0未満 
690 

2.0以上 

2.5未満 
860 

2.5以上 

3.0未満 
1,040 

3.0以上 1,150 

２ 共同住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

 

(2) 

補助額 

（千円） 

1.0以上 

1.5未満 
460 

1.5以上 

2.0未満 
690 

2.0以上 750 
 

適 用 除 外 す る 条 項 ― 



そ の 他 の 事 項 

１ 本事業で対象とする空き家は、一戸建ての住宅の空き家

又は共同住宅の空き住戸であって、次のいずれにも該当す

るものをいう。 

(1) 条例第 12 条第２項に規定する届出がされたもの又は

空家バンクに登録されているもの 

(2) 空き家期間が６箇月以上であるもの 

(3) 築20年以上経過したもの 

(4) 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上

更新されていないもの 

２ 次に掲げる区域内に存する空き家は本事業の対象としな

い。 

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒

区域 

(2) 建築基準法第39条第１項に規定する災害危険区域 

(3) 津波防災地域づくりに関する法律第72条第１項に規定

する津波災害特別警戒区域 

３ 昭和56年５月31日以前に着工された空き家の改修に当た

っては、一定の耐震性能を確保するものであること。 

４ 空き家の改修又は活用に当たっては、都市計画法、建築

基準法、農地法その他関係法令を遵守すること。 

５ 本補助事業の他の型若しくはタイプ又は知事が別途定め

る補助事業と重複して申請をしないこと。 

６ 補助事業の完了後、県で発行する広報刊行物やホームペ

ージ等に事例として掲載するための広報用資料を提供する

こと。 

７ 補助事業の完了後、10年以上住宅として活用すること。 

８ 補助事業の対象となる者は、当該事業完了後 10 年間、事

業完了の翌年度と翌年度から３年ごとに、活用状況につい

て知事に報告をしなければならない。 

９ 若年世帯は、本事業の交付申請時において、夫婦（婚約

及び内縁関係を含む。）の合計年齢が80歳未満の世帯をい

う。 

10 子育て世帯は、本事業の交付申請時において、子ども（18

歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある者）又

は妊娠している者が同居している世帯をいう。 



 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 者 

空家活用助成（住宅型：ＵＪＩターン世帯タイプ） 

市街化区域以外の区域かつ

特区内に存する空き家を取得

し、自己居住用の住宅として

活用するために改修するＵＪ

Ｉターン世帯に対して補助を

行う市町 

市街化区域かつ特区内に存

する空き家を取得し、自己居

住用の住宅として活用するた

めに改修するＵＪＩターン世

帯に対して補助を行う市町 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 経 費 
空き家を住宅として活用するための改修に必要な費用 

補 助 率 定額 

補 助 金 の 額 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×３/２の額」）の

１/２を上限とする。 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1.0以上

1.5未満 
600 60 

1.5以上

2.0未満 
850 90 

2.0以上

2.5未満 
1,100 110 

2.5以上

3.0未満 
1,350 140 

3.0以上 1,500 150 

２ 共同住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×３/２の額」）の

１/２を上限とする。 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1.0以上

1.5未満 
600 60 

1.5以上

2.0未満 
850 90 

2.0以上 1,000 100 
 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

補助額 

（千円） 

 

1.0以上 

1.5未満 
460 

1.5以上 

2.0未満 
690 

2.0以上 

2.5未満 
860 

2.5以上 

3.0未満 
1,040 

3.0以上 1,150 

２ 共同住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

 

(2) 

補助額 

（千円） 

1.0以上 

1.5未満 
460 

1.5以上 

2.0未満 
690 

2.0以上 750 
 



適 用 除 外 す る 条 項 ― 

そ の 他 の 事 項 

１ 本事業で対象とする空き家は、一戸建ての住宅の空き家

又は共同住宅の空き住戸であって、次のいずれにも該当す

るものをいう。 

(1) 条例第 12 条第２項に規定する届出がされたもの又は

空家バンクに登録されているもの 

(2) 空き家期間が６箇月以上であるもの 

(3) 築20年以上経過したもの 

(4) 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上

更新されていないもの 

２ 次に掲げる区域内に存する空き家は本事業の対象としな

い。 

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒

区域 

(2) 建築基準法第39条第１項に規定する災害危険区域 

(3) 津波防災地域づくりに関する法律第72条第１項に規定

する津波災害特別警戒区域 

３ 昭和56年５月31日以前に着工された空き家の改修に当た

っては、一定の耐震性能を確保するものであること。 

４ 空き家の改修又は活用に当たっては、都市計画法、建築

基準法、農地法その他関係法令を遵守すること。 

５ 本補助事業の他の型若しくはタイプ又は知事が別途定め

る補助事業と重複して申請をしないこと。 

６ 補助事業の完了後、県で発行する広報刊行物やホームペ

ージ等に事例として掲載するための広報用資料を提供する

こと。 

７ 補助事業の完了後、10年以上住宅として活用すること。 

８ 補助事業の対象となる者は、当該事業完了後 10 年間、事

業完了の翌年度と翌年度から３年ごとに、活用状況につい

て知事に報告をしなければならない。 

９ ＵＪＩターン世帯とは、申請日時点の住所が県外である

世帯又は県外から県内の賃貸住宅等に転入後２年を経過し

ていない世帯をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



補 助 事 業 の 対 象 

と な る 者 

空家活用助成（住宅型：学生シェアハウスタイプ） 

市街化区域以外の区域かつ

空家活用特区内に存する空き

家を学生シェアハウスとして

活用するために改修する者に

対して補助を行う市町 

市街化区域かつ空家活用特

区内に存する空き家を学生シ

ェアハウスとして活用するた

めに改修する者に対して補助

を行う市町 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 経 費 

空き家を学生シェアハウスとして活用するための改修に必

要な費用 

補 助 率 定額 

補 助 金 の 額 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×３/２の額」）の

１/２を上限とする。 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1.0以上

1.5未満 
600 60 

1.5以上

2.0未満 
850 90 

2.0以上

2.5未満 
1,100 110 

2.5以上

3.0未満 
1,350 140 

3.0以上

3.5未満 
1,600 160 

3.5以上

4.0未満 
1,850 190 

4.0以上 2,000 200 

 

２ 共同住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×３/２の額」）の

１/２を上限とする。 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

補助額 

（千円） 

 

1.0以上 

1.5未満 
460 

1.5以上 

2.0未満 
690 

2.0以上 

2.5未満 
860 

2.5以上 

3.0未満 
1,040 

3.0以上 

3.5未満 
1,260 

3.5以上 

4.0未満 
1,440 

4.0以上 1,550 

 

２ 共同住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

補助額 

（千円） 

 



1.0以上

1.5未満 
600 60 

1.5以上 

2.0未満 
850 90 

2.0以上

2.5未満 
1,100 110 

2.5以上 

3.0未満 
1,350 140 

3.0以上 1,500 150 

   

1.0以上 

1.5未満 
460 

1.5以上 

2.0未満 
690 

2.0以上 

2.5未満 
860 

2.5以上 

3.0未満 
1,040 

3.0以上 1,150 

   

適 用 除 外 す る 条 項 ― 

そ の 他 の 事 項 

１ 本事業で対象とする空き家は、一戸建ての住宅の空き家

又は共同住宅の空き住戸であって、次のいずれにも該当す

るものをいう。 

(1) 条例第 12 条第２項に規定する届出がされたもの又は

空家バンクに登録されているもの 

(2) 空き家期間が６箇月以上であるもの 

(3) 築20年以上経過したもの 

(4) 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上

更新されていないもの 

２ 次に掲げる区域内に存する空き家は本事業の対象としな

い。 

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒

区域 

(2) 建築基準法第39条第１項に規定する災害危険区域 

(3) 津波防災地域づくりに関する法律第72条第１項に規定

する津波災害特別警戒区域 

３ 昭和56年５月31日以前に着工された空き家の改修に当た

っては、一定の耐震性能を確保するものであること。 

４ 空き家の改修又は活用に当たっては、都市計画法、建築

基準法、農地法その他関係法令を遵守すること。 

５ 空き家所有者以外の者が改修を行う場合、造作買取請求

権を行使しないこと。また、空き家所有者が次に掲げる事

項について同意していること。 

(1) 当該空き家を改修すること 

(2) 補助事業完了後10年以上活用すること 

(3) 賃借期間終了後の原状回復義務の免除 

６ 本補助事業の他の型若しくはタイプ又は知事が別途定め

る補助事業と重複して申請をしないこと。 

７ 補助事業の完了後、県で発行する広報刊行物やホームペ

ージ等に事例として掲載するための広報用資料を提供する

こと。 

８ 補助事業の完了後、10年以上住宅として活用すること。 

９ 補助事業の対象となる者は、当該事業完了後 10 年間、事

業完了の翌年度と翌年度から３年ごとに、活用状況につい

て知事に報告をしなければならない。  

 

 

 



補 助 事 業 の 対 象 

と な る 者 

空家活用助成（事業所型：一般タイプ） 

市街化区域以外の区域かつ

特区内に存する空き家を事業

所として活用するために改修

する者に対して補助を行う市

町 

市街化区域かつ特区内に存

する空き家を事業所として活

用するために改修する者に対

して補助を行う市町 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 経 費 
空き家を事業所として活用するための改修に必要な費用 

補 助 率 定額 

補 助 金 の 額 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×２の額」）の１/

２を上限とする。 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1.5以上

2.0未満 
600 90 

2.0以上

2.5未満 
750 110 

2.5以上

3.0未満 
900 140 

3.0以上

3.5未満 
1,100 160 

3.5以上

4.0未満 
1,250 190 

4.0以上

4.5未満 
1,400 210 

4.5以上 1,500 220 

 

２ 共同住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×２の額」）の１/

２を上限とする。 

 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

(3) 

特区 

加算額 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

 

(2) 

補助額 

（千円） 

1.5以上 

2.0未満 
540 

2.0以上 

2.5未満 
660 

2.5以上 

3.0未満 
840 

3.0以上 

3.5未満 
960 

3.5以上 

4.0未満 
1,140 

4.0以上 

4.5未満 
1,260 

4.5以上 1,320 

 

２ 共同住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

補助額 

（千円） 



（千円） （千円） 

1.5以上 

2.0未満 
600 90 

2.0以上

2.5未満 
750 110 

2.5以上

3.0未満 
900 140 

3.0以上

3.5未満 
1,100 160 

3.5以上 1,150 170 

    

 

1.5以上 

2.0未満 
540 

2.0以上 

2.5未満 
660 

2.5以上 

3.0未満 
840 

3.0以上 

3.5未満 
960 

3.5以上 1,020 

    

適 用 除 外 す る 条 項 ― 

そ の 他 の 事 項 

１ 本事業で対象とする空き家は、一戸建ての住宅の空き家

又は共同住宅の空き住戸であって、次のいずれにも該当す

るものをいう。 

(1) 条例第 12 条第２項に規定する届出がされたもの又は

空家バンクに登録されているもの 

(2) 空き家期間が６箇月以上であるもの 

(3) 築20年以上経過したもの 

(4) 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上

更新されていないもの 

２ 次に掲げる区域内に存する空き家は本事業の対象としな

い。 

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒

区域 

(2) 建築基準法第39条第１項に規定する災害危険区域 

(3) 津波防災地域づくりに関する法律第72条第１項に規定

する津波災害特別警戒区域 

３ 昭和56年５月31日以前に着工された空き家の改修に当た

っては、一定の耐震性能を確保するものであること。 

４ 空き家の改修又は活用に当たっては、都市計画法、建築

基準法、農地法その他関係法令を遵守すること。 

５ 空き家所有者以外の者が改修を行う場合、造作買取請求

権を行使しないこと。また、空き家所有者が次に掲げる事

項について同意していること。 

(1) 当該空き家を改修すること 

(2) 補助事業完了後10年以上活用すること 

(3) 賃借期間終了後の原状回復義務の免除 

６ 本補助事業の他の型若しくはタイプ又は知事が別途定め

る補助事業と重複して申請をしないこと。 

７ 補助事業の完了後、県で発行する広報刊行物やホームペ

ージ等に事例として掲載するための広報用資料を提供する

こと。 

８ 補助事業の完了後、10年以上事業所として活用すること。 

９ 補助事業の対象となる者は、当該事業完了後 10 年間、事

業完了の翌年度と翌年度から３年ごとに、活用状況につい

て知事に報告をしなければならない。  



 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 者 

空家活用助成（事業所型：ＵＪＩターンタイプ） 

市街化区域以外の区域かつ

特区内に存する空き家を取得

し、県内１件目の自己業務用

の事業所として活用するため

に改修する者であって、県外

に住所を有する者に対して補

助を行う市町 

市街化区域かつ特区内に存

する空き家を取得し、県内１

件目の自己業務用の事業所と

して活用するために改修する

者であって、県外に住所を有

する者に対して補助を行う市

町 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 経 費 
空き家を事業所として活用するための改修に必要な費用 

補 助 率 定額 

補 助 金 の 額 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×３/２の額」）の

１/２を上限とする。 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1.5以上

2.0未満 
850 90 

2.0以上

2.5未満 
1,100 110 

2.5以上

3.0未満 
1,350 140 

3.0以上

3.5未満 
1,600 160 

3.5以上

4.0未満 
1,850 190 

4.0以上

4.5未満 
2,100 210 

4.5以上 2,250 220 

 

２ 共同住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×３/２の額」）の

１/２を上限とする。 

 

 

 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

補助額 

（千円） 

 

1.5以上 

2.0未満 
690 

2.0以上 

2.5未満 
860 

2.5以上 

3.0未満 
1,040 

3.0以上 

3.5未満 
1,260 

3.5以上 

4.0未満 
1,440 

4.0以上 

4.5未満 
1,610 

4.5以上 1,720 

 

２ 共同住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)欄の額を補助

する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

 

 

 



 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1.5以上

2.0未満 
850 90 

2.0以上

2.5未満 
1,100 110 

2.5以上

3.0未満 
1,350 140 

3.0以上

3.5未満 
1,600 160 

3.5以上 1,750 170 

    

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

補助額 

（千円） 

 

1.5以上 

2.0未満 
690 

2.0以上 

2.5未満 
860 

2.5以上 

3.0未満 
1,040 

3.0以上 

3.5未満 
1,260 

3.5以上 1,320 

    

適 用 除 外 す る 条 項 ― 

そ の 他 の 事 項 

１ 本事業で対象とする空き家は、一戸建ての住宅の空き家

又は共同住宅の空き住戸であって、次のいずれにも該当す

るものをいう。 

(1) 条例第 12 条第２項に規定する届出がされたもの又は

空家バンクに登録されているもの 

(2) 空き家期間が６箇月以上であるもの 

(3) 築20年以上経過したもの 

(4) 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上

更新されていないもの 

２ 次に掲げる区域内に存する空き家は本事業の対象としな

い。 

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒

区域 

(2) 建築基準法第39条第１項に規定する災害危険区域 

(3) 津波防災地域づくりに関する法律第72条第１項に規定

する津波災害特別警戒区域 

３ 昭和56年５月31日以前に着工された空き家の改修に当た

っては、一定の耐震性能を確保するものであること。 

４ 空き家の改修又は活用に当たっては、都市計画法、建築

基準法、農地法その他関係法令を遵守すること。 

５ 本補助事業の他の型若しくはタイプ又は知事が別途定め

る補助事業と重複して申請をしないこと。 

６ 補助事業の完了後、県で発行する広報刊行物やホームペ

ージ等に事例として掲載するための広報用資料を提供する

こと。 

７ 補助事業の完了後、10年以上事業所として活用すること。 

８ 補助事業の対象となる者は、当該事業完了後 10 年間、事

業完了の翌年度と翌年度から３年ごとに、活用状況につい

て知事に報告をしなければならない。 

 



 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 者 

空家活用助成（地域交流拠点型） 

市街化区域以外の区域かつ

特区内に存する空き家を地域

団体等が地域交流拠点として

活用するために改修する者に

対して補助を行う市町 

市街化区域かつ特区内に存

する空き家を地域団体等が地

域交流拠点として活用するた

めに改修する者に対して補助

を行う市町 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 経 費 

・空き家を地域交流拠点として活用するための改修に必要な

費用 

・事務機器取得費（コワーキングスペースに活用する場合に

限る。ただし、改修に必要な費用が1,000千円以上である場

合に限り、1,000千円を上限とする。） 

補 助 率 定額 

補 助 金 の 額 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×３/２の額」）の

１/２を上限とする。 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1以上 

2未満 
750 70 

2以上 

4未満 
1,500 150 

4以上 

6未満 
2,500 250 

6以上 

8未満 
3,500 350 

8以上 

10未満 
4,500 450 

10以上 5,000 500 

 

２ 共同住宅 

(1)欄の 対 象経 費の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、(3)欄の特区加算

額は、（「市町が補助する額」

－「(2)欄×３/２の額」）の

１/２を上限とする。 

 

 

 

 

１ 一戸建ての住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

補助額 

（千円） 

 

1以上 

2未満 
420 

2以上 

4未満 
900 

4以上 

6未満 
1,500 

6以上 

8未満 
2,100 

8以上 

10未満 
2,700 

10以上 3,000 

 

２ 共同住宅 

(1)欄 の 対 象 経 費 の 区 分

に応じて、(2)及び(3)欄の

額を補助する。 

ただし、市町が補助する

額の１/２を上限とする。 

 

 

 

 

 

 



 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

基本 

補助額 

（千円） 

(3) 

特区 

加算額 

（千円） 

1以上 

3未満 
1,000 100 

3以上 

5未満 
2,000 200 

5以上 

7未満 
3,000 300 

7以上 3,500 400 

    

 

(1) 

対象経費 

（百万円） 

(2) 

補助額 

（千円） 

 

1以上 

3未満 
600 

3以上 

5未満 
1,200 

5以上 

7未満 
1,800 

7以上 2,150 

    

適 用 除 外 す る 条 項 ― 

そ の 他 の 事 項 

１ 本事業で対象とする空き家は、一戸建ての住宅の空き家

又は共同住宅の空き住戸であって、次のいずれにも該当す

るものをいう。 

(1) 条例第 12 条第２項に規定する届出がされたもの又は

空家バンクに登録されているもの 

(2) 空き家期間が６箇月以上であるもの 

(3) 築20年以上経過したもの 

(4) 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上

更新されていないもの 

２ 次に掲げる区域内に存する空き家は本事業の対象としな

い。 

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒

区域 

(2) 建築基準法第39条第１項に規定する災害危険区域 

(3) 津波防災地域づくりに関する法律第72条第１項に規定

する津波災害特別警戒区域 

３ 昭和56年５月31日以前に着工された空き家の改修に当た

っては、一定の耐震性能を確保するものであること。 

４ 空き家の改修又は活用に当たっては、都市計画法、建築

基準法、農地法その他関係法令を遵守すること。 

５ 空き家所有者以外の者が改修を行う場合、造作買取請求

権を行使しないこと。また、空き家所有者が次に掲げる事

項について同意していること。 

(1) 当該空き家を改修すること 

(2) 補助事業完了後10年以上活用すること 

(3) 賃借期間終了後の原状回復義務の免除 

６ 本補助事業の他の型若しくはタイプ又は知事が別途定め

る補助事業と重複して申請をしないこと。 

７ 補助事業の完了後、県で発行する広報刊行物やホームペ

ージ等に事例として掲載するための広報用資料を提供する

こと。 

８ 補助事業の完了後、10年以上住宅として活用すること。 

９ 補助事業の対象となる者は、当該事業完了後 10 年間、事

業完了の翌年度と翌年度から３年ごとに、活用状況につい

て知事に報告をしなければならない。  



 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 者 

古民家活用助成 

特区内に存する古民家を再生し活用するために改修する者 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 経 費 

・古民家を再生し、地域活動や交流の拠点、宿泊体験施設若

しくは店舗等の地域活性化に資する用途に供する施設（以

下「地域交流拠点」という。）又は賃貸住宅として活用する

ための改修に要する費用 

・事務機器取得費（コワーキングスペースに活用する場合に

限る。ただし、改修に要する費用が 5,000 千円以上である

場合に限り、1,000 千円を上限とする。） 

補 助 率 定額 

補 助 金 の 額 

(1)欄の対象経費区分に応じて、(2)欄の額を補助 

 

 (1) 対象経費 

（百万円） 

(2) 補助額 

（千円） 

古民家 

15以上 5,600 

15未満 

10以上 
4,600 

10未満 

7.5以上 
3,200 

7.5未満 

5以上 
2,500 

古民家のうち 

歴史的建築物 

30以上 11,200 

30未満 

20以上 
9,300 

20未満 

10以上 
5,600 

10未満 

7.5以上 
3,200 

7.5未満 

5以上 
2,500 

ただし、(2)欄の補助額は、市町が当該古民家の改修及び

事務機器取得（コワーキングスペースに活用する場合に限

る）に要する費用に対して補助する額を上限とする。 

適 用 除 外 す る 条 項 ― 

そ の 他 の 事 項 

１ 次に掲げる区域内に存する古民家は本事業の対象としな

い。 

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒

区域 

(2) 建築基準法第39条第１項に規定する災害危険区域 

(3) 津波防災地域づくりに関する法律第72条第１項に規定

する津波災害特別警戒区域 



２ 当該古民家の改修に当たっては、次の全てを満たすもの

であること。 

(1) 条例第12条第２項に規定する届出がされたもの又は空

家バンクに登録されているもの 

(2) 県が実施する古民家再生促進支援事業等の建物調査及

び再生提案を実施したもの又は自主提案を実施したもの 

(3) 改修内容が古民家の価値を損なわないもの 

(4) 地元市町や地域等と連携が図られ、持続可能な活用が

見込まれると認められるもの 

(5) 一定の耐震性能を確保するもの 

(6) 都市計画法、建築基準法、農地法その他関係法令を遵

守するもの 

(7) 補助事業の完了後、10年以上地域交流拠点又は賃貸住

宅として活用されるもの 

(8) 賃貸住宅に改修する場合に限り、県又は市町の条例に

よる歴史的景観形成地区等の区域内に存するもの 

３ 補助金交付申請等の書類は市町を経由して提出するこ

と。 

４ 知事が別途定める補助事業と重複して申請しないこと。 

５ 補助事業の完了後、県で発行する広報刊行物やホームペ

ージ等に事例として掲載するための広報用資料を提供する

こと。 

６ 補助事業者は、当該事業完了後10年間、事業完了の翌年

度と翌年度から３年ごとに、当該事業に係る活用状況につ

いて知事に報告をしなければならない。 

 



 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 者 

空家除却跡地の活用助成 

特区内に存する昭和 56 年５月以前着工の空家（以下「老朽

空家」という。）を除却し、跡地を活用する者に対して補助を

行う市町 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 経 費 

老朽空家の除却に要する費用のうち、市町が補助対象とす

る経費。ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22

年３月 26 日）第６第一号イ及びロ⑮の地域住宅計画に基づく

事業（以下「地域住宅計画に基づく事業」という。）、住宅市

街地総合整備事業制度要綱（平成 16 年４月１日付け国土交通

省国住市第 350 号）第 25 の空き家対策総合支援事業（以下「空

き家対策総合支援事業」という。）の対象となる費用に限る。 

補 助 率 １/12 以内 

補 助 金 の 額 

老朽空家の除却１件につき、補助対象となる経費に補助率

を乗じた額（千円未満の端数切捨て）とし、166 千円以内で、

かつ、市町が老朽空家の除却に要する費用に対して補助する

額の１/４以内の額とする。 

適 用 除 外 す る 条 項 ― 

そ の 他 の 事 項 

１ 対象となる老朽空家は、以下の要件を全て満たすものと

する。 

(1) 市町が老朽空家の除却に要する費用に対して補助を行

うに際して、地域住宅計画に基づく事業又は空き家対策

総合支援事業を活用するものであること。 

(2) 条例第２条第１号に規定する空家で第 12 条第２項に

規定する届出がされたもの又は空家バンクに登録されて

いるものであること。 

(3) 除却後、跡地を活用するものであること。 

(4) 除却を行うことについて、市町が街並み景観等良好な

住環境保全の観点から支障がないと判断したものである

こと。 

(5) 老朽危険空き家除却支援事業と重複して申請しないこ

と。 

２ 補助事業の対象となる者は、当該事業完了の翌々年度の

３月31日までに、当該事業に係る活用状況について知事に

報告をしなければならない。 

 



別  表（第２条関係） 

 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 者 

空家活用のための建物状況調査助成 

県、市町及び住宅、建築又

は不動産に関係する団体等で

構成する協議会が定める既存

住宅の品質に係る基準の検査

（インスペクション）を実施

することができる事業者等 

左記の事業者によるインス

ペクションを依頼する者（依

頼する者が事業者の場合にお

いては、買取再販住宅のイン

スペクションを依頼する事業

者に限る。） 

補 助 事 業 の 対 象 

と な る 経 費 

特区内の既存住宅（共同住宅を除く。）のインスペクション

に要する経費 

補 助 率 定額 

補 助 金 の 額 
インスペクション１件当たりの経費（35 千円を上限とする）

に、実施件数を乗じた額以内とする。（千円未満の端数は切捨て） 

適 用 除 外 す る 条 項 ― 

そ の 他 の 事 項 

１ 対象となるインスペクシ

ョンは次のいずれの条件も

満たすものとする。 

(1) 既存住宅売買瑕疵保険

の検査基準又は既存住宅

状況調査方法基準（平成

29年国土交通省告示第82

号）に基づく調査方法に

よること。 

(2) 国土交通省の登録を受

けた機関が実施する既存

住宅状況調査技術者講習

を受講した建築士又は住

宅瑕疵担保責任保険法人

に登録されている事業者

が実施するものであるこ

と。 

２ 本事業の活用により、イ

ンスペクション利用料金の

値下げを行うものであるこ

と。 

３ インスペクションを依頼

する者による本事業の申請

と 重 複 し て 申 請 し な い こ

と。 

４ ひょうごインスペクショ

ン実施支援事業と重複して

申請しないこと。 

１ 対象となるインスペクシ

ョンは次のいずれの条件も

満たすものとする。 

(1) 既存住宅売買瑕疵保険

の検査基準又は既存住宅

状況調査方法基準（平成

29年国土交通省告示第82

号）に基づく調査方法に

よること。 

(2) 国土交通省の登録を受

けた機関が実施する既存

住宅状況調査技術者講習

を受講した建築士、住宅

瑕疵担保責任保険法人に

登録されている事業者又

は住宅瑕疵担保責任保険

法人が実施するものであ

ること。 

２ インスペクションを実施

することができる事業者等

による本事業の申請と重複

して申請しないこと。 

３ ひょうごインスペクショ

ン実施支援事業と重複して

申請しないこと。 

 
 



別 に 定 め る 事 項 

関係条項 
内     容 

空家バンク登録等流通促進支援 

第３条 

（交付申請） 

（添付書類）  

空家等流通の伴走型サポート支

援 

空家バンク登録助成 

１ 空家等流通の伴走型サポート

支援に関する市町の要綱又はこ

れに準ずるものの写し 

２ 実施計画書（別紙１-１） 

１ 空家バンク登録助成に関する

市町の要綱又はこれに準ずるも

のの写し 

２ 実施計画書（別紙１-１） 

（指定期日） 

 当該事業に着手する前 

第７条第１項 

（変更交付申請） 

（軽微な経費配分の変更） 

 補助金の額に変更が生じないもの 

（軽微な事業内容の変更） 

 補助金の額に変更が生じないもの 

（添付書類） 

 第３条の添付書類に準じる 

（指定期日） 

 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく 

第９条第１項 

（遂行状況報告） 

（報告事項等） 

  ― 

第11条 

（実績報告） 

（添付書類） 

１ 補助金精算調書（別紙１-２） 

２ 市町事業の交付決定通知書の写し 

３ 市町事業の額の確定通知書の写し又は補助金等の支払いを示す資料 

（指定期日） 

 事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業の完了の日の属

する県の会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い日 

第19条第１項 

（財産の処分制限） 

（処分制限期間） 

  ― 

 



 

関係条項 
内     容 

空家活用助成 

第３条 

（交付申請） 

（添付書類）  

１ 空家活用助成に関する市町の要綱又はこれに準ずるものの写し 

２ 実施計画書（別紙２-１） 

３ 空き家の活用計画が確認できるもの 

４ 建物図面等 

(1) 付近案内図 

(2) 配置図 

(3) 平面図（改修前後) 

(4) その他改修工事内容が確認できる図書 

５ 空き家の写真（外観及び台所、浴室、便所等が確認できるもの） 

（指定期日） 

 当該事業に着手する前 

第７条第１項 

（変更交付申請） 

（軽微な経費配分の変更） 

 補助金の額に変更が生じないもの 

（軽微な事業内容の変更） 

 補助金の額に変更が生じないもの 

（添付書類） 

 第３条の添付書類に準じる 

（指定期日） 

 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく 

第９条第１項 

（遂行状況報告） 

（報告事項等） 

  ― 

第11条 

（実績報告） 

（添付書類） 

１ 補助金精算調書（別紙２-２） 

２ 交付決定通知書等の写し 

３ 工事写真 

（指定期日） 

 事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業の完了の日の属

する県の会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い日 

第19条第１項 

（財産の処分制限） 

（処分制限期間） 

 事業完了から10年間 

 



 

関係条項 
内     容 

古民家活用助成 

第３条 

（交付申請） 

（添付書類） 

１ 事業計画書(別紙３-１) 

２ 事業費内訳表 

３ 見積書の写し 

４ 建物図面等 

 (1) 付近案内図 

 (2) 配置図 

 (3) 平面図（改修前後） 

 (4) その他改修工事内容が確認できる図書 

５ 現況写真 

６ 建物の所有者が確認できる書類 

７ 建物所有者と申請者が異なる場合は所有者の承諾書等 

８ 耐震性能が確認できる書類 

９ 誓約書 

10 建物調査報告書の写し(実施した場合) 

11 再生提案報告書の写し（自主提案の場合は、古民家の再生に関する提案

内容が分かる書類） 

12 フィジビリティ調査報告書の写し（実施した場合） 

（指定期日） 

当該事業に着手する前 

第７条第１項 

（変更交付申請） 

（軽微な経費配分の変更） 

補助金の額に変更が生じないもの  

（軽微な事業内容の変更） 

補助金の額に変更が生じないもの 

（添付書類） 

第３条の添付書類に準じる 

（指定期日） 

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく 

第９条第１項 

（遂行状況報告） 

（報告事項等） 

― 

第 11 条 

（実績報告） 

（添付書類） 

１ 補助金精算調書(別紙３-２) 

２ 工事請負契約書の写し 

３ 補助事業に要した経費の領収書等の写し 

４ 工事写真 

（指定期日） 

完了の日から起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する県の

会計年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日 

第 19 条第１項 

（財産の処分制限） 

（処分制限期間） 

地域交流拠点又は賃貸住宅としての管理開始から 10 年 

 



 

関係条項 
内     容 

空家除却跡地の活用助成 

第３条 

（交付申請） 

（添付書類） 

１ 空家除却跡地の活用助成に関する市町の要綱又はこれに準ずるもの

の写し 

２ 実施計画書（別紙４-１） 

３ 跡地活用計画書（別紙４-２） 

（指定期日） 

当該事業に着手する前 

第７条第１項 

（変更交付申請） 

（軽微な経費配分の変更） 

補助金の額に変更が生じないもの 

（軽微な事業内容の変更） 

補助金の額に変更が生じないもの（対象となる老朽空家に変更が生じる

ものを除く。） 

（添付書類） 

 第３条の添付書類に準じる 

（指定期日） 

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく 

第９条第１項 

（遂行状況報告） 

（報告事項等） 

― 

第 11 条 

（実績報告） 

（添付書類） 

１ 補助金精算調書（別紙４-３） 

２ 市町事業の交付決定通知書の写し 

３ 市町事業の額の確定通知書の写し又は補助金の支払いを示す資料 

（指定期日） 

事業完了の日若しくは市町の事業募集が終了した日から起算して 30 日

を経過した日又は事業の完了の日の属する県の会計年度の翌年度の４月

10 日のいずれか早い日 

第 19 条第１項 

（財産の処分制限） 

（処分制限時間） 

― 

 

 

 

 



 

関係条項 

内     容 

空家活用のための建物状況調査助成 

〈申請者がインスペクションを実施することができる事業者等の場合〉 

第３条 

（交付申請） 

（添付書類） 

１ 実施計画書（別紙５-１-①） 

２ インスペクションの内容が分かる資料（料金表を含む。） 

（指定期日） 

当該事業に着手する前 

第７条第１項 

（変更交付申請） 

（軽微な経費配分の変更） 

補助金の額に変更が生じないもの 

（軽微な事業内容の変更） 

補助金の額に変更が生じないもの 

（添付書類） 

第３条関係の添付書類に準じる。 

（指定期日） 

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく 

第９条第１項 

（遂行状況報告） 

（報告事項等） 

― 

第 11 条 

（実績報告） 

（添付書類） 

１ 補助金精算調書（別紙５-２） 

２ 実施報告書（別紙５-３-①） 

３ 対象建物の位置図 

（指定期日） 

事業完了の日から起算して 30 日を経過した日又は事業の完了の日の属

する県の会計年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日 

第 19 条第１項 

（財産の処分制限） 

（処分制限時間） 

― 

 



別 に 定 め る 事 項 

 

関係条項 

内     容 

空家活用のための建物状況調査助成 

〈申請者がインスペクションを依頼する者の場合〉 

第３条 

（交付申請） 

（添付書類） 

１ 実施計画書（別紙５-１-②） 

２ 依頼するインスペクションの内容が分かる資料（料金表を含む） 

（指定期日） 

当該事業に着手する前 

第７条第１項 

（変更交付申請） 

（軽微な経費配分の変更） 

補助金の額に変更が生じないもの 

（軽微な事業内容の変更） 

補助金の額に変更が生じないもの 

（添付書類） 

第３条関係の添付書類に準じる。 

（指定期日） 

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく 

第９条第１項 

（遂行状況報告） 

（報告事項等） 

― 

第 11 条 

（実績報告） 

（添付書類） 

個人 事業者 

１ 実施報告書（別紙５-３-②） 

２ 補助事業に要した経費が確

認できる書類 

３ 対象建物の位置図 

１ 補助金精算調書（別紙５-２） 

２ 実施報告書（別紙５-３-③） 

３ 補助事業に要した経費が確

認できる書類 

４ 申請者が当該物件を所有し

ている又は所有していたこと

が分かる書類 

５ 対象建物の位置図 

（指定期日） 

事業完了の日から起算して 30 日を経過した日又は事業の完了の日の属

する県の会計年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日 

第 19 条第１項 

（財産の処分制限） 

（処分制限時間） 

― 
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